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「第３次知立市行政改革大綱」の策定にあたり、大綱の副題を 

“ＪＵＭＰ大綱”とした。 

これは、第２次知立市行政改革大綱の点検及び更なる飛躍を図ると 

いう意味から、第２次大綱の副題である“ＳＴＥＰ大綱”にもとづい 

て設定したものである。 

 



Ⅰ．行政改革を必要とする背景 

 

１ これまでの経過 

 

 本市においては、昭和６０年度から６３年度にかけて「事務事業の見直し」「組

織機構の簡素化」等を柱とする第１次行政改革大綱を策定し、その後平成８年

１０月には変動著しい社会経済環境を強く意識した第２次行政改革大綱を策定

した。その内容については「行政のスリム化」「市民にわかりやすく、やさしい

行政化」「行政情報のＯＡ化」「職員のいっそうのやる気の向上化」の４本の柱

をテーマとし、３４項目の重点措置事項について検討を重ねた上で実行に移し

てきた。 

 その実行を通しての成果としては、平成１４年度末までに、事務事業の見直

し・業務委託の推進・時間外勤務の削減・組織機構の見直し等により約１３億

円の削減を可能とし、また、庁内ＬＡＮの整備・人事考課制度の導入・窓口の

改修による市民対応の改善等の各項目においても一定の成果を上げることがで

きた。 

 

２ 本市の現状と課題 

 

 今日、バブル経済崩壊後の長期経済低迷に加え、経済のグローバル化、高度

情報化、さらには少子高齢化に伴う人口動態の変化は、我が国を支えてきた様々

な制度の改革を余儀なくしている。このような流れは自治体も例外ではなく、

成熟社会に移行し本格的な地方分権社会が到来した今、自治体自らが確固たる

行政基盤を整え、自主自立のまちづくりを進めていかなければならない状況に

ある。 

 このような状況の中、本市においては市税をはじめとする収入が減少する一
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方、義務的経費の増加に対処しつつ、引続き都市基盤の整備充実や新たな行政

需要にも対応していかなければならない。また、三位一体改革の影響によりさ

らに厳しい財政運営を強いられるのは必至である。 

 こういった状況を克服し、行財政を再構築するには、これまでの取組みに加え、

経営的視点も取り入れた行政経営改革を推進していかなければならない。時代

にそぐわなくなった事業やシステムを新たな発想により、柔軟で合理的なもの

にあらため、増大した行政規模を本市の体力に見合った規模に見直し、安定的

な行財政運営のできる体制作りをすることが本市の課題である。 

 

３ 新大綱の策定 

 

 平成８年１０月に策定された第２次行政改革大綱については、ある程度の成

果を上げることができたが、引続き取組む事項も数多くあるのが現状である。 

 前述したとおり、本市を取り巻く財政状況は依然として厳しく、健全な財政

運営が困難であることは揺るぎない事実である。また、社会経済環境の変化も

さらに顕著であり、こうした状況変化に対応するためにも、より一層の行政改

革を進め、市政運営のあり方全般についてあらためて見直すとともに、職員の

意識改革を図ることが必要である。 

 このため、平成１５年３月に策定された「知立市第５次総合計画」に掲げる

基本方針を柱として、さらには「第２次知立市行政改革大綱」の点検を通して、

「第３次知立市行政改革大綱」の策定を行い、平成１７年度から２１年度まで

の５年間を計画期間とする新たな実行計画にもとづき更なる行政改革を推進す

るものとする。 
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Ⅱ．第３次大綱の目指す方向 

 

１ 大綱の基本理念 

 

 本市は、激変する社会経済情勢に対応するために「知立市第５次総合計画」

を着実に推進し、時代に適合した新しいまちづくりを推進していかなければな

らない。 

 市民と同じ目線に立ち、「親しみやすい市役所づくり」を推進するとともに、

効率的・効果的な行政運営による「市民にわかりやすい行政」を目指すため、 

第５次総合計画で定める知立市の将来像『輝くまち みんなの知立』の考えの

もと、大綱の基本理念を 

『いきいきとしたまち 知立 

（市民と行政の力を合わせた市役所づくり）』 

として、更なる取組みを進めるものとする。 

 

２ 大綱の基本方針及び取組事項 

 

 大綱の基本理念である「いきいきとしたまち 知立」を推進するため、以下

の３項目を基本方針として、行財政全般にわたる改革に努める。 

ⅰ）親しみやすい市役所づくり 

ⅱ）効率的な行政運営 

ⅲ）効果的な行財政運営 
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ⅰ）親しみやすい市役所づくり 

 「親しみやすい市役所づくり」に向け、職員一人一人の意識改革を実践する

とともに、市民にとって利用しやすい行政サービスへの転換を図る。また、誰

もが使いやすい公共施設への改善を図り、市民のための環境を提供する。 

 

◆「親しみやすい市役所づくり」実現のための取組事項としては、次表に掲げ

るとおりである。 

 

職員の能力向上 

地方分権の時代にふさわしい政策立

案能力や説明責任能力に優れた人材の

育成に努める。 

 

 

 

 

職員の意識改革 

 

 

 

 

 

職員の意識活性化 

 職員の能力を引き出し、意識を高め

ることができる制度や体制を確立・定

着させることにより活性化を促す。 

 

市民サービスの向上 

 

市民が求めるサービスを的確・適切

に提供し、市民の利便性の向上を図る。 

 

 

親

し

み

や

す

い

市

役

所

づ

く

り 

 

 

 

 

 

利用しやすい行

政サービス体制

の確立 

 

 

 

 

 

市民参加機会の拡大 

 

行政運営及びまちづくりへの市民参

加を促すための制度や仕組みを確立

し、市民活動が行ないやすい体制づく

りを目指す。 
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ⅱ）効率的な行政運営 

 「効率的な行政運営」を目指し、行政事務や組織機構の改善及び各事務処理

業務の効率化を進め、社会環境や市民ニーズ等の変化に柔軟に対応し、市民の

期待に最大限応えることのできる組織づくりに、より一層力を注いでいく。 

 

◆ 「効率的な行政運営」実現のための取組事項としては、次表に掲げるとおり

である。 

 

組織・機構の見直し 

 時代の変化に的確に対応していくた

めに、わかりやすく即応性に優れた柔

軟な組織・機構への再編を図る。 

 

 

 

 

組織・機構の改善 
 

施設の管理運営の見直し 

公共施設について、将来的視点から

必要性等を精査するとともに、運営に

ついても新たな方策を探る。 

 

行政情報化の推進 
ＩＴを活用したシステムの構築を進

め、情報政策推進体制を強化する。 

 

事務事業の適正な実施 

 市民満足度、行政効果及び効率性等

を十分吟味したうえで、事務事業の抜

本的な整理合理化を図る。 

 

 

 

効 

率 

的 

な 

行 

政 

運 

営 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務処理業務の 

効率化 

 

 

 

 

 

 

広域行政の推進 

近隣各市との連携を深め、行政需要

を一体的に担えるように、総合的な広

域行政の推進を図る。 
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ⅲ）効果的な行財政運営 

 「効果的な行財政運営」に向け、長期的な視野に立った財源の確保に努める

とともに、誰もが理解できる適正な事業選択と財源配分を進めていく。さらに

既存の概念にとらわれず、新たな事業手法を検討し、市民のニーズに最も効果

的に応えることのできる事業手法の選択を進めていく。 

 

◆ 「効果的な行財政運営」実現のための取組事項としては、次表に掲げるとお

りである。 

 

適正な財源配分の推進 
 現在の財政構造を見直し、健全な財

政運営を実現できる体制を構築する。 

 

 

財政構造の改善 

 

 

 

効果的な事業手法の選択 

 多様な市民ニーズに対応し、行政運

営の効率化と市民サービスの向上を図

るため、事業執行における効果的な手

法を積極的に導入する。 

 

財源の確保 
 歳入の増加に向けた様々な方策を展

開し、財源の確保に努める。 

 

効 

果 

的 

な 

行 

財 

政 

運 

営 

 

 

 

財政の健全化  

事業の効率的実施 

 効率性を重視したうえであらためて

各事業を見直すことにより、負債の拡

大を抑制する。 
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３ 大綱における基本目標 

 

本大綱における基本目標を以下のとおり設定した。 

 

ⅰ）市民満足度の向上 

 「市政やまちづくりに参加できる機会の多さ」、「情報公開」、「職員の応対」、

「行政サービスの利用のしやすさ」等、様々な視点からの市民満足度の向上に

努める。 

 

ⅱ）経常収支比率の改善 

  経常収支比率とは 

  財政構造の弾力性を表す指標。人件費・扶助費・公債費をはじめ経常的な経費に

充当されるものに、市税等の経常一般財源がどの程度消費されているかを表すもので、

７０～８０％が適正水準であり、１００％を超えると危機的状態である。 

  

本市経常収支比率は、新たな行政需要及び建設等により借入れた公債費の返

済により平成１５年度８６．５％に達し、著しく財政の硬直化を招いている。

今後、知立連続立体交差事業や知立駅周辺区画整理事業等の大型事業を控える

現状において、経常収支比率を８０％前後までに引下げない限り、財源の確保

は難しいという状況である。 

 

ⅲ）行政評価指標割合の向上 

 本市では行政サービスの効率的な提供を推進していくために、平成１５年度

より各施策に対する評価を行なう行政評価システムを導入した。評価の基準と

なる指標の内、「市政に市民の意見が反映されていると思う人の割合」を本大綱

に定める改革全体の進捗状況と判断し、向上に努める。 
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 8 

Ⅲ．実行計画の策定 

 

１ 基本方針にもとづく実行計画の策定 

 

 行政改革を着実に推進するため、また基本目標の達成のためにも、第３次知

立市行政改革大綱の基本理念を踏襲しつつ、基本方針にもとづく実行計画を策

定する。 

 

２ 実行計画の計画期間 

 

 実行計画については、平成１７年度から平成２１年度までの５ヵ年を計画期

間とする。 



Ⅳ．実行計画の具体的施策 
 

１ 親しみやすい市役所づくり 

 

（１） 職員の意識改革         

①職員の能力向上 

②職員の意識活性化 

 

《現状と課題》 

 これまでも職員研修の充実等により、職員の意識改革や資質向上を図ってきたものの、限られた人

的資源の中で、社会経済環境の変化や多様化する市民ニーズに的確に応えるためには、本来職員が持

っている意欲や能力を最大限に引き出し、その力を組織力として発揮できるよう、これまで以上に人

材育成に取組む必要がある。 

 

【施策方針】 

○地方分権の時代にふさわしい政策立案能力や説明責任能力に優れた人材の育成に努める。 

○職員の能力を引き出し、意識を高めることができる制度や体制を確立・定着させることにより活

性化を促す。 

 

 
♂成果指標 

１．職員提案件数 

  ⇒  平成２１年度（ ４３件   ※全職員数の１０％ ） 

 

 

 

【施策項目】（中期的施策） 

○職員の能力向上、スキルアップのための職員研修等の充実 

○国の公務員制度改革にもとづく人事評価制度の導入 

 

【取組事項】（短期目標） 

期          間  項          目 
17 18 19 20 21 

01 職員研修費への予算重点配分 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

02 職員提案制度の見直し ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

03 各部局の運営方針の公開（仕事宣言） △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

04 人事評価制度の検討 △ ☆ ○ ⇒ ⇒ 

［期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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（２） 利用しやすい行政サービス体制の確立    
①市民サービスの向上 

②市民参加機会の拡大 

 

《現状と課題》 

 第２次行政改革大綱において、「わかりやすく、やさしい行政化」を目指し、窓口への電光掲示板

設置・ローカウンター化等の取組みを実施してきたが、市民の更なる利便性向上のためにも新たな取

組みに着手していく必要がある。また、職員の接客に対する姿勢を明確にし、“親しみやすい市役所”

を実現しなければならない。さらには、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくために、市

民活動を応援する体制を確立する必要がある。 

 

【施策方針】 

○市民が求めるサービスを的確・適切に提供し、市民の利便性の向上を図るとともに、親しみやす

い市役所づくりを目指す。 

○行政運営及びまちづくりへの市民参加を促すための制度や仕組みを確立し、市民活動が行ないや

すい体制づくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

【施策項

○申請

○接遇

○市民

ア団

 

【取組事

11 

12 

13 

14 

15 

16 

［

♂成果指標 

１．窓口アンケートによる満足度 

  ⇒  ２１年度（「あいさつ」、「言葉づかい」、「態度」、「服装・身なり」、「説明」

の各項目において９０％以上） 

     

２．ＮＰＯ団体及びボランティア団体数 
現状（ ５０団体 ）⇒  ２１年度（ ７５団体 ） 
目】（中期的施策） 

、届出及び各種証明書等発行の手続の簡素化・待ち時間の短縮を図る。 

の指導者を育成し接客マナーの向上を図る。 

活動を活発にするため、支援機関の設置・支援制度等について検討し、ＮＰＯ・ボランティ

体等の市民活動団体の育成・支援を積極的に推進する。 

項】（短期目標） 

期          間 
項          目 

17 18 19 20 21 

申請・届出手続の簡素化 △ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

職員マニフェストの作成 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

接遇指導者研修の実施 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

市民活動支援システムの導入・活用 ○ ⇒ ⇒ ◎ ⇒ 

市民活動支援機関設置の検討 △ ⇒ ☆ ○ ⇒ 

既存補助金の見直しを含めた市民活動支援基金創設の検討 △ ⇒ ☆ ○ ⇒ 

期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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２ 効率的な行政運営 

 

（１） 組織・機構の改善        

①組織・機構の見直し 

②施設の管理運営の見直し 

 

《現状と課題》 

 平成１２・１３年度に大幅な機構改革を実施し、行政のスリム化を実現したが、現在の厳しい財政

状況を打破するためにも、新たな体制づくりの必要がある。また、公の施設の管理運営においても、

効率化・活性化を図っていかなければならない。 

 

【施策方針】 

○時代の変化に的確に対応していくために、わかりやすく即応性に優れた柔軟な組織・機構への再

編を図る。また分権化が進み、環境変化が短期間で進むことが予想されることから、各部門での

政策立案能力を向上させる。 

○公共施設について、将来的視点から必要性等を精査するとともに、運営についても新たな方策を

探る。 

 

 

 
） 

 

【施策項

○適正

○再任

めて

○各部

○職員

○施設

いく

○施設

 

【取組事

21 

22 

23 

24 

25 

［

♂成果指標 

１．職 員 数 

  １６年度当初（ ４４７名 ）⇒  ２２年度当初（ ４２８名 
目】（中期的施策） 

な定員管理を行なうため、定員適正化計画を策定する。 

用職員・嘱託員等の雇用、業務によっては外部委託を勘案し、新規採用は必要最小限にとど

職員数の削減を図る。 

企画担当の部内調整機能を強化する。 

配置の見直しを行ない、戦略的な組織・機構を実現する。 

について統廃合を含めその在り方を検討し、再編縮小を図る。また新たな市民要望に応えて

ため、既存公共施設の総点検を行ない、施設の活用を図っていく。 

の管理運営については指定管理者方式への移行を検討していく。 

項】（短期目標） 

期          間 
項          目 

17 18 19 20 21 

定員適正化計画にもとづく職員数の削減 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

戦略的組織・機構への転換（時代に即した体制の構築） ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

施設整備計画の策定・施設の統廃合の検討 △ ⇒ ☆ ○ ⇒ 

指定管理者方式への移行施設の選定（管理委託実施施設） ☆ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

指定管理者方式への移行検討（直営施設） △ ⇒ ☆ ○ ⇒ 

窓口業務や定型的業務についての委託組織設立の検討 △ ⇒ ⇒ ⇒ ☆ 

期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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（２） 事務処理業務の効率化    

①行政情報化の推進 

②事務事業の適正な実施 

③広域行政の推進 

 

《現状と課題》 

第２次行政改革大綱においては、事務事業の見直しを図ることにより、一定の成果を上げることが

できたが、今日の社会経済環境に対応していくためにも、新たな技術や制度を導入し、よりいっそう

効率的に事務を遂行する環境を整備していく必要がある。 

 

【施策方針】 

○ＩＴを活用したシステムの構築を進め、情報政策推進体制を強化する。 

○市民満足度、行政効果及び効率性等を十分吟味したうえで、事務事業の抜本的な整理合理化を図

る。 

○近隣各市との連携を深め、行政需要を一体的に担えるように、総合的な広域行政の推進を図る。 

 

【施策項目】（中期的施策） 

○情報管理部門の見直し（開発部門の強化）を進めながら、知立市行政情報化計画にもとづき情報

化を推進する。 

○行政評価システムの充実・定着を図り、評価結果にもとづく事業の見直しを進める。 

○衣浦東部広域行政圏構成市を中心に、各種システムの連携を含めた事務共同化について研究を行

なう。 

 

【取組事項】（短期目標） 

期          間 
項          目 

17 18 19 20 21 

31 庶務事務システムの導入 ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

32 総合文書管理システムの導入・施設予約システムの稼動 △ ○ ⇒ ◎ ⇒ 

［期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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３ 効果的な行財政運営 

 

（１） 財政構造の改善    

①適正な財源配分の推進 

②効果的な事業手法の選択 

 

《現状と課題》 

 現在の厳しい財政状況を打破するためにも、財源の配分について見直しを図っていく必要がある。

また、様々な事業手法を研究し、より効果的な手法を導入していかなければならない。 

 

【施策方針】 

○現在の財政構造を見直し、健全な財政運営を実現できる体制を構築する。 

○多様な市民ニーズに対応し、行政運営の効率化と市民サービスの向上を図るため、事業執行にお

ける効果的な手法を積極的に導入する。 

 

【施策項目】（中期的施策） 

○職員の健康管理面を考慮したノー残業デーの増加及び時差出勤制度の導入等により、時間外勤務

手当の削減を図る。 

○各種職員手当の見直しを進め、人件費の抑制を図る。 

○手続の透明性と公平性の推進のため、契約方法等制度の見直しを図り公共工事コストを削減する。 

○効果的な事業執行のため、外部委託化等の検討を積極的に進める。 

○各種補助金について、見直しのための基本方針を作成し、整理統合化を積極的に進める。 

 

【取組事項】（短期目標） 

期          間 
項          目 

17 18 19 20 21 

41 時間外勤務手当等の抑制 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

42 
契約方法の見直し・公共工事コスト削減計画の策定 

（電子入札機能の導入・一般競争入札実施の検討） 
△ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

43 各種補助金の見直し ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

［期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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（２） 財政の健全化    

①財源の確保 

②事業の効率的実施 

 

《現状と課題》 

市税をはじめとする収入が減少する一方、義務的経費の増加に対処しつつ、引続き都市基盤の整備

充実や新たな行政需要にも対応していかなければならない中で、健全な財政運営を実現するためにも、

新たな財源の確保に努めていく必要がある。また、経営的視点も取り入れた事業の効率的実施を図っ

ていかなければならない。 

 

【施策方針】 

○歳入の増加に向けた様々な方策を展開し、財源の確保に努める。 

○効率性を重視したうえであらためて各事業を見直すことにより、負債の拡大を抑制する。 

 

【施策項目】（中期的施策） 

○収納システムの構築・徴収部門の組織強化等、税滞納対策の強化を図り、収納率の向上に努める。 

○現在の使用料・手数料の見直しを図るとともに、新たな受益者負担の検討を進める。 

○上重原町恩田地区や西町本田地区の活用について、企業誘致等を含めて検討を進めていく。また、

併せて企業誘致推進のための税優遇措置制度導入を検討する。 

○市が所有する財産について処分計画を策定し、売却・賃貸等の実施を進めていく。 

○既存の開発事業や既定の計画・方針にもとづく事業であっても、再度見直しを図り、事業費の削

減に努める。また、一定額以上の経常的経費について年度比較を行ない、全面的な見直しを図る。 

○地区計画を策定し、優良な住宅地が形成されるように民間開発を誘導する。 

 

【取組事項】（短期目標） 

期          間 
項          目 

17 18 19 20 21 

51 税収納システムの構築、徴収部門の組織強化の検討 △ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

52 市税前納報償金制度の見直し検討 △ ⇒ ☆ ◎ ⇒ 

53 各種使用料・手数料の見直し △ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

54 放課後児童クラブの有料化の検討 ☆ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 

55 生涯学習等各種講座の有料化の検討 △ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

56 企業誘致の推進 △ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

57 普通財産の処分計画の策定及び実施 ☆ ○ ⇒ ⇒ ⇒ 

58 既定計画・方針の見直し ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

［期間欄の記号は、次の内容を表す。 ◎：実施 ○：一部実施 △：検討 ☆：方針決定 ⇒：継続］ 
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Ⅴ．財源確保に向けた取組みと目標額について 
 

財源確保に向けた具体的な取組みと財源確保目標額（平成１７年度～平成２１年度）は以下に掲げ

るとおりである。 

 

 

１ 歳出削減に向けた取組み  （単位：千円） 

 

（１）内部管理的経費の徹底した削減 

    内部管理的経費については、人件費の抑制を実施するとともに、職員一人一人が常に事業の効果、

事務の効率化を心がけながら、徹底した経費節減、無駄の解消に努めていく。 

 

○人件費の削減 

・事務事業の見直し、業務プロセスの見直し、組織の再編等により職員数の削減を図る。 

職員数（H16.4.1） 目標職員数（H22.4.1） ５年間削減目標額（積上） 

４４７人 ４２８人 ３９６，７１０ 

※各年度退職予定者数及び新規採用・再任用・臨時職員雇用見込者数を勘案のうえ算出 

 

・時間外勤務手当について、事務改善のほか、ノー残業デーの増加・時差出勤制度の導入・時間

外勤務の上限目安設定等、人的資源の有効活用に係る様々な方策を検討し、よりいっそうの削

減を目指す。（平成１７年度～） 

時間外勤務手当（H15決算額） １年間での削減目標額 ５年間削減目標額（積上） 

７６，０２１ １０，０００ ５０，０００ 

 

・日当については、旅費についての規程を明確にし、日当のあり方を検討したうえで、現状支給

額の削減を図る。（平成１８年度～） 

旅費（H15決算額） １年間での削減目標額 ４年間削減目標額（積上） 

４，２３３ １，８００ ７，２００ 

 

 

○公共施設経費の見直し 

・公共施設について、次の観点からそのあり方を検討し、事業の再編・縮小を図る。 

〈市民ニーズの変化／少子化の進展／施設の老朽化／民間施設の供給状況／民間との役割分担 等〉 

 

・厳しい財政状況の中で、新たな市民要望に応えていくため、既存施設の総点検を行ない、施設

の活用を図っていく。 

    ＜主な施設＞ 

区分 方向性 

保育所維持管理（１１園） 入所実態と施設の老朽化等に対応すべく見直しを図る。 

野外センター維持管理 
指定管理者制度を含めた合理的な運営を検討していく。 

（検討期間 ～１７年度） 

逢妻淨苑維持管理 

霊柩車・逢妻淨苑委託 

隣接市町村との一部事務組合設置等の検討を進めるとともに、委託等も

考慮した運用の見直しを図る。 
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・管理運営委託契約の内容を見直し、委託料の削減を図っていく。（平成１７年度～） 

区分 委託料（H16予算額） １年間での削減目標額 ５年間削減目標額（積上） 

文化会館管理

運営委託料 

 

２４３，８９１ 前年度比５％削減 

 

１７１，１６３ 

 

 

○公共工事コストの削減 

・契約方法について、電子入札の導入にともない一般競争入札への移行を検討するとともに、公

共工事コスト削減計画を策定し、経費の削減に努める。 

 

 

 

（２）その他一般行政経費の削減 

市が第三セクターや関係団体に交付している補助金については、補助金額の削減や終期設定等

の整理統合を積極的に進めていく。 

 

○第三セクターへの財政的関与の縮小 

・第三セクターについては、自助努力で経営が展開できるようにするべきであり、市民の視点に

立って、真に必要なものに対する最小の補助にとどめる。（平成１７年度～） 

区分 補助額（H15決算額） １年間での削減目標額 ５年間削減目標額（積上） 

知立まちづくり㈱

運営事業費補助金 

 

５５，０００ １５，０００ 

 

７５，０００ 

 

 

○各種補助金の見直し 

・関係団体への補助金については、団体および地域の自主性を尊重し、統合メニュー化や総合化

を検討したうえで、見直しのための基本方針を作成し、実施していく。（平成1８年度～） 

補助額計（H15決算額） ４年間削減目標額（積上） 

３７９，９４３ １８，９９８（５％削減） 

 

 

○その他 

・新規事業については原則として３年後に終期を設定する。（サンセット化の推進） 
また継続する事業についても、その事業内容を見直し、経費の削減に努めていく。 

 

 

 

２ 歳入確保に向けた取組み  （単位：千円） 

 

（１）税収入等の確保 

税収の確保・税の公平性の観点から、更なる滞納税額の削減策を講じていく必要がある。 

 

○市税滞納額の削減（平成１７年度～） 

・迅速かつ的確な滞納整理に必要な税収納システムの導入等により徴収体制を強化し、収納率の

向上を図る。 
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区分 収納率（H15実績） 目標収納率 ５年間増収目標額（積上） 

市税（現年分） ９８．５９％ ９８．９０％ ９２，４９１ 

国保税（現年分） ８９．９５％ ９１．００％ ５７，５４８ 



○前納報償金制度の見直し（平成２０年度～） 

交付額（H16予算額） １年間での削減目標額 ２年間削減目標額（積上） 

２７，４１８ 
１３，７０９ 

（交付率５０％削減） 
２７，４１８ 

 

○保険料滞納額の削減（平成１７年度～） 

区分 収納率（H15実績） 目標収納率 ５年間増収目標額（積上） 

介護保険料（現年分） ９８．８０％ ９９．００％ ２，８６０ 

 

 

 

（２）受益者負担の適正化 

   行政サービスを無料あるいは必要以上に低く設定することは、サービスを受ける者と受けない

者との間に不公平感をもたらし、公平性を欠くこととなる。行政サービスは多様化しており、こ

うした不公平感を埋めていく視点が必要である。 

 

○使用料・手数料の見直し（平成１８年度～） 

・周辺自治体の実態調査を行ない、全ての使用料・手数料を見直し、必要なものについては引き

上げを実施する。 

・管理体制や料金体系の見直しによる収支の改善を図るとともに、魅力ある施設の運営を行なう

ことにより利用率の向上を目指す。 

＜主な市有施設の使用料等＞ 

区分 収入額（H15決算額） ４年間増収目標額（積上） 

文化教育及び 

体育施設使用料 
４１，４６７ 

その他使用料 １１７，８８９ 

施設の整備等により15年度収入額の10％増加を目標とする 

１５，９３６ 

 

区分 収入額（H15決算額） ４年間増収目標額（積上） 

手数料 ９６，９０５ 
周辺自治体の実態調査を踏まえ、15年度収入額の5％増加を目標とする 

４，８４６ 

 

 

○無料施設等の有料化 

・現在無料で提供している施設等について有料化を実施する。（平成１８年度～） 

区分 利用者数（定員） ４年間増収目標額（積上） 

放課後児童クラブ ２８０名 ６７，２００ 

 

・現在無料の生涯学習講座の受講料を有料とする。（平成１８年度～） 

区分 受講者数（H15実績） ４年間増収目標額（積上） 

生涯学習講座 １，３５５名 ５，４２０ 

 

 

 

（３）企業誘致の推進 

○総合計画に定める上重原町恩田地区への新たな産業の誘致に対する検討を積極的に進める。 

区分 面積（㎡） 

上重原町恩田地区 約２６０，０００ 
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（４）未利用市有地の売却等 

○景気の低迷・地価の下落・優良物件の減少等、市有地を処分していくうえでの状況は大変厳し

いものではあるが、処分計画を策定したうえで、売却を含めた有効活用を積極的に図っていく。

（平成１７年度～） 

区分 面積（㎡） ５年間増収目標額（積上） 

普通財産（一般会計分） ４，９６０．１ ３５３，４２４ 

※平成１６年１１月現在処分可能なもの 
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３ 財源確保目標のまとめ  （単位：百万円） 

 

《目 標 額》 

 

区  分 １７年度～２１年度 備   考 

財源確保対策 

 歳出削減に向けた取組み 

  内部管理的経費の削減 ６４６  

   人件費の削減 ４５４ 職員数削減／各種手当等の見直し 等 

   公共施設経費の見直し・

公共工事コストの削減等 
１９２ 
施設管理運営委託料の削減／ 

契約方法の見直し 等 

  一般行政経費の削減 １９４  

   第三セクターへの財政的

関与の縮小 
７５  

   各種補助金の見直し １９ １５年度比５％削減 

   その他 １００ 各種事業の見直し 等 

 歳出削減目標額（小計） ８４０  

 歳入確保に向けた取組み 

  税収入等の確保 １８１  

   市税等滞納額の削減 １５３ 収納率の向上 

   前納報償金制度の見直し ２８ 交付率５０％削減 

  受益者負担の適正化 ９４  

   使用料・手数料の見直し ２１  

   無料施設等の有料化 ７３ 放課後児童クラブ／生涯学習講座 等 

  未利用市有地の売却等 ３５４ 市有地売却益 等 

 歳入確保目標額（小計） ６２９  

財源確保目標額（総計） １，４６９  

※財源確保対策については、随時見直しを行ない、常に実効性のあるものとしていく。 
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Ⅵ．行政改革の推進と進捗状況管理 
 

１ 庁内推進体制の構築 

 市長を本部長とする「知立市行政改革推進本部会」を中心とし、総合的横断的に担当課だ

けでなく、全庁的に行政改革への意識を強め、一丸となって行政改革の推進に取組む。 

  また、大規模な改革については、各部局長を中心としたプロジェクトチームを結成し、積

極的に推進していく。 

さらには、行財政再構築推進担当を設置し、行政改革の進捗状況管理を徹底的に行なう。 
 

２ 進捗状況の報告と公表 

行政改革の進捗状況については、市民の代表者・学識経験者等で構成する「知立市行政改

革評価委員会」へ定期的に報告するとともに、「広報ちりゅう」や知立市公式ホームページ

等に掲載し、広く市民へ公表する。 

また、評価委員会や市民からの改革意見については積極的に取り入れ、行政改革推進本部

会を中心に実現を目指していく。 
 

３ 実行計画の見直し 

安定的な行財政運営を目指し、時代に対応した実行計画とするためにも、定期的に見直し

を図る。 

 

４ おわりに 

改革の実現にあたっては、市民、市議会及び関係団体等の方々のご理解とご協力が何より

も必要です。 

知立市は改革の内容や進捗状況を常に積極的に公表・提供していくとともに、多くの皆さ

んの多様なご意見を伺って、行政改革を着実に推進していきます。 


